
 

JCI は、特定技能の登録支援機関認定を受けております。特定技能移行のご相談も承ります。 

 

     

       

 

 

              技能実習 1 号 

        （１年目） 

 

 

 

       技能実習２号 

       （２～３年目） 

 

 

 

 

 

 技能実習３号 

   （４～５年目）  特定技能 

                    （4～8年目） 

 

 

 

 

 特定技能 

  （６～１０年目） 

 

 

 

入 国 

帰 国 

帰 国 

帰 国 

・入国 7～10 ヵ月目に技能試験基礎級（初級）受験 

・入国 2 年 6 ヶ月目に技能試験 3 級（専門級）受験 

 受験後その後の進路について話し合い。 

 （3 年満了帰国・技能実習３号・特定技能） 

・技能実習 3 号の場合のみ 

入国 4 年 6 ヶ月目に技能試験 2 級（上

級）受験 受験後その後の進路につい

て話し合い。 

（5 年満了帰国・特定技能） 

※技能実習 3 号に移行する場合には、 

企業が優良要件を満たす事と、実習生

が 3 年目の技能試験に合格する必要

があります。 

 

※特定技能に移行する場合には、企業

が受入れ対象職種である事と、実習生

が 3 年間の実習を良好に満了してい

る必要があります。 

 


